
社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会 

地域福祉活動支援事業 福祉委員活動助成金交付要綱 

令和８年４月１日施行 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域福祉の推進を図る募金運動により集まった赤い羽根共同募金の配

分金を基に、京丹後市内の自治区または連合区等（以下「地区」という。）で地域の福

祉力の向上を目的とする地域福祉活動を支援するため、助成金を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 福祉委員組織もしくは福祉委員が所属する地域福祉推進組織とする。 

ただし、共同募金委員会によるつづき・つながる活動支援助成の交付を受けていな

い団体であること。 

（対象事業） 

第３条 前条に規定する者が実施する会議や研修及び地区で行われる小地域福祉活動 

（助成金の交付額） 

第 4 条 助成金の交付額の算定基準は、地区の前年度の４月１日時点の世帯数をもとに本会

が算出した金額と、本会「福祉委員等に関する要綱第２条」に規定している定数を上

限に、設置している福祉委員の人数に１，０００円を掛けた金額の合計額とする。（別

表１） 

（助成対象経費） 

第５条 助成対象経費は別表２のとおりとする。 

ただし、外食代、弁当購入費、酒、単価税込１０，０００円以上の備品、単価税込５

００円を超える景品、他団体が実施する事業への再助成は除く。 

（交付申請等） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、別紙交付申請書（様式１）及び実施計画書（様

式２）を、毎年５月末までに会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申請があった場合においては、速やかに書類を審査するものとし、

交付を決定したときは、助成金決定通知書（様式３）により通知するものとする。 

３ 前項の規定により決定した助成金は、交付決定日から３０日以内に交付するものと

する。 



（報告） 

第７条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金の使途を明らかにした実績報告書（様式４）

を翌年３月末までに会長に提出しなければならない。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

別表１（第４条関係） 

（１）前年度の４月１日時点の世帯数をもとに算出した金額 

～５０世帯 １０，０００円 ５１～１００世帯 １５，０００円 

１０１～１５０世帯 ２０，０００円 １５１～２５０世帯 ２５，０００円 

２５１～３５０世帯 ３０，０００円 ３５１～４５０世帯 ３５，０００円 

４５１～５５０世帯 ４０，０００円 ５５１～６５０世帯 ４５，０００円 

６５１～７５０世帯 ５０，０００円 ７５１～８５０世帯 ５５，０００円 

８５１～９５０世帯 ６０，０００円 ９５１世帯～ ６５，０００円 

（２）前年度の４月１日時点の世帯数をもとに、本会「福祉委員等に関する要綱第２

条」に規定している定数を上限に、設置している福祉委員の人数に１，０００円

を掛けた金額 

～１００世帯 ２名 １０１～１５０世帯 ３名 １５１～２５０世帯 ４名 

２５１～３５０世帯 ５名 ３５１～４５０世帯 ６名 ４５１～５５０世帯 ７名 

５５１～６５０世帯 ８名 ６５１～７５０世帯 ９名 ７５１～８５０世帯 １０名 

８５１～９５０世帯 １１名 ９５１世帯～ １２名   

 

別表２（第５条関係） 

助成対象経費 備考 

消耗品費 用紙・文具・インク等事務用品、お茶・お菓子、単価税込

500 円以下のゲーム景品や参加賞、プレゼントなど 

通信運搬費 切手・はがきなど 

賃借料 バス・会場・冷暖房費など 

謝金 講師・運転手など 

材料費 手芸材料・料理材料など 

その他 保険料・入館料・広報費・備品・ガソリン代など 




